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器系疾患の発症リスクが高まるとされて
います。大気汚染物質としても話題にな
る微小粒子状物質PM2.5(粒径2.5μm
以下)と比べてもとても小さな粒子であ
ることが分かります。
　人体への影響としては、表１に示す有
害性が確認されたため、今回の法改正
により特定化学物質（管理第２類物質）
に指定されています。ただし、この発がん
性については溶接ヒューム中のどの化
学物質が発がん性を有するのか研究中
のため、物質の代表としてマンガン濃度
を測定すると定められ、基準値はマンガ
ンの管理濃度0.05mg/㎥を用いること
になっています。
■特定化学物質としての溶接ヒューム
の規制（表２）
　今回の法改正による溶接ヒュームへ

（次頁につづく）

■はじめに
 金属材料の接合方法のひとつである
「溶接」。この手法は、造船、自動車、車
両、重電機、一般機械などの製造業で幅
広く使用されています。また、ビル、橋、ダ
ムのような鉄骨構造物を建設する際に
も、この溶接技術は使用されており建設
業にとっても欠かせない技術となってい
ます。
　この溶接技術のひとつに金属アーク
溶接という手法があり、金属アーク溶接
時に発生する「溶接ヒューム」が作業者
に神経障害等の健康障害を及ぼすおそ
れがあることが明らかになりました。この
ことから、厚生労働省では作業者の安全
衛生を担保するために労働安全衛生法
施行令、特定化学物質障害予防規則
（特化則）等を改正し新たに「溶接ヒュー
ム」を特化則の特定化学物質（管理第２
類物質）として位置付けました１）。
　なお、改正政省令・告示は、令和３年
４月１日から施行されています（一部経
過措置として令和４年４月１日、令和５
年４月１日より施行）。経過措置もある
ため段階的に対策を講じていくことにな
りますが、現在（令和３年11月）は、施行
された一部の措置および、溶接ヒューム
の濃度測定を実施している時期になり
ますので、法改正の内容から主に測定に
ついて触れていきたいと思います。

■金属アーク溶接、溶接ヒュームとは
　金属アーク溶接とは、空気（気体）中の
放電現象（アーク放電）を利用し、同じ金
属同士をつなぎ合わせる技術で溶接方
法のひとつです。母材と電極（溶接棒、溶
接ワイヤ、TIGトーチ等）の間に発生させ
たアーク放電によってもたらされる高熱
で母材および溶加材（溶接ワイヤ、溶接
棒）を溶融させて分子原子レベルで融
合一体化する接合法です。
　溶接ヒュームとはアーク溶接の熱によ
り溶かされた金属が蒸気となり、その蒸
気が冷却され固体となった微粒子です。
溶接ヒュームの粒子は非常に細かく（粒
径0.1μｍ～１μｍ程度）、肺胞まで到
達するレスピラブル粉じん（吸入性粉じ
ん）を含んでいます。特にレスピラブル
粉じんは、呼吸器の深部まで粉じんが到
達するために長時間ばく露すると呼吸

特定化学物質「溶接ヒューム」とは
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写真　金属アーク溶接と溶接ヒュームの
　　　発生状況

表２　溶接ヒューム等に係る主な健康障害防止措置とその適用範囲１）

特殊健康診断の実施（令和3年4月1日）
特定化学物質作業主任者の選任（令和4年4月1日）
毎日1回以上の掃除（令和3年4月1日）
全体換気装置用による換気（令和3年4月1日）
溶接ヒューム濃度の測定（令和4年4月1日）※1
有効な呼吸用保護具の使用（令和4年4月1日）※2
呼吸用保護具のフィットテスト（令和5年4月1日）
その他必要な措置（令和3年4月1日）

○   ○ 　○
○   ○ 　○
○   ○ 　×
○   ○ 　×
○   × 　×
○   ○ 　○
○   × 　×
○   ○ 　○

継続して行う
屋内作業場

毎回異なる
屋内作業場 屋外作業場健康障害防止措置（適用開始日）

主な有害性（発がん性、その他の有害性）
発がん性：国際がん研究（IARC）グループ１
                 ヒトに対する発がん性
その他　：溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン（MnO）について 
　　　　  神経機能障害
                 三酸化二マンガン（Mn２O３）について
                 神経機能障害、呼吸器系障害

表１　溶接ヒュームの主な有害性２）

※1　現に金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては令和４年3月31日までに溶接ヒュームの
          濃度測定の必要がある。
※2　現時点でも粉じん防止のための呼吸用保護具の着用は必要。
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（前頁のつづき）
の規制は、冒頭でも述べた金属アーク溶
接等作業（アーク溶接、アーク放電を用
いた溶断、ガウジング作業等）が対象と
なり、アーク放電を熱源としないもの（レ
ーザービームを熱源とするもの、燃焼ガ
スを熱源とするもの等）は対象外となり
ます。それに加えて、継続して行う屋内作
業場、毎回異なる屋内作業場又は屋外
作業場によって、行うべき健康障害防止
措置が異なってきます。
■溶接ヒュームの測定
　溶接ヒュームの測定は、通常の作業
環境測定と異なり、試料空気の採取は
金属アーク溶接等作業者に採取機器を
装着する「個人ばく露測定」のような方
法となります。この個人ばく露測定は有
資格者（第一種作業環境測定士）の監督
の下に実施することが定められていま
す。
　試料採取機器の装着は、作業者にば
く露される溶接ヒュームの量がほぼ均一
であると見込まれる作業（均等ばく露作
業）ごとにそれぞれ適切な数（2人以上）
に対して行い、採取の時間は作業者が
行う金属アーク溶接作業のすべての時
間が対象（準備、片付けを含む）になりま
す。その為、採取時間は業種、測定当日
の溶接作業内容によって短ければ1時
間、長ければ８時間程度となります。そ
の間、監督者は作業者の作業状況、行動
範囲、測定機器の様子を監視し、ヒュー
ムの濃度が高濃度と予想される場合は、
測定の途中で捕集用のフィルターの交
換を行います。
　試料の採取については作業者の襟元
など呼吸域に分粒装置のついた採取機
器を取り付け、チューブで腰元に取り付
けた吸引ポンプへと接続して、作業開始
とともにポンプを稼働させて作業者の呼
吸域の空気を取り込み、溶接ヒュームを
採取します（図１）。
■測定結果の評価と対策
　溶接ヒュームの濃度の測定結果が基

準値の0.05mg/㎥を超過した場合は、
健康障害防止措置に従い換気装置の風
量の増加等の対応を取った後、溶接ヒュ
ーム濃度の再測定など必要な措置を行
います。特に呼吸用保護具は作業者の
安全を担保するうえで重要なものであ
り、測定結果から有効な呼吸用保護具
を選定し作業者に使用させます。選定し
た保護具は１年以内ごとに１回フィット
テストを実施し作業者が適切に保護具
を装着し十分な効果が得られているか
を確認します。また定期的にテストを行
うことで年月の経過に伴う作業者の体形
の変化による保護具の装着状況、効果
を確認することができます。
　溶接ヒュームの濃度測定、有効な呼
吸用保護具の選定は、金属アーク溶接
を新たに採用、またはその種類の変更
をするときに必要な措置となり、定期的

に定められているものではありません。
ここで得られた測定結果から選定した保
護具がその作業場で使用されていきま
すので、ここでの測定は大変重要なもの
となります。
■まとめ
　令和３年の４月の法改正により溶接
ヒュームが特定化学物質（管理第２類
物質）に指定されたことで、様々な措置
を取る必要性が生じてきています。金属
アーク溶接等作業は、溶接を主としてい
る事業所から工場の機材修繕を行って
いる事業所など作業量の大小に関わら
ずに数多く行われています。法改正から
半年が経ちましたが、経過措置もありこ
れからさらに事業所も対応、対策を講じ
ていくことになります。
 当社では、溶接ヒュームの濃度測定依
頼を受けたまわり事業所の労働安全衛
生に貢献していきたいと考えています。

（文責　杉本　達哉）

図１　吸引ポンプ法による溶接ヒュームの採取２）

規制の内容
2021(令和3)年 2022(令和4)年 2023(令和5)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

溶接ヒュームの
濃度測定・呼吸用
保護具の使用等

特定化学物質
作業主任者の選任

全体換気の実施
特殊健康診断の実施
その他必要な措置

呼吸用保護具の選択･使用
(4/1～)

溶接ヒュームの濃度測定
(4/1～)

換気風量の増加その他必要な措置
(4/1～)

フィットテスト
の実施
(4/1～)

再度の溶接ヒュームの濃度測定
(4/1～)

・現に、継続して金属アーク溶
接等作業を行っている屋内作業
場は、令和４年３月31日まで
に溶接ヒュームの濃度の測定を
行う必要があります。
※測定を行った場合、「換気風
量の増加その他必要な措置」
を講じていただく必要があり
ます。

(4/1～)
選任義務
(4/1～)

実施義務
(4/1～)

・現時点でも、粉じん則の規
定により、金属アーク溶接等
作業に従事する労働者に、有
効な呼吸用保護具を使用させ
なければなりません。
・令和４年４月１日以降、特
化則と粉じん則に基づく防じ
んマスクについては、いずれ
か防護性能の高い方を使用し
なければなりません。

図２　屋内作業場における溶接ヒュームの測定及び呼吸用保護具の使用等について２）
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